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市からの連絡帳

 年　金 

■国民年金保険料の収納業務
について民間委託を実施中
　社会保険庁では、市場化テスト事
業の一環として、国民年金保険料の
未納の方に対する電話や文書による
納付督励、また戸別訪問による納付
督励および保険料の収納業務につい
て、民間委託を実施しています。
　民間委託にあたり委託事業者に
は、納付督励に必要となる未納情報
を提供していますが、個人情報の保
護に関する法律や独自の取り扱い規
程、本事業に係る委託契約書など
で、目的外使用や閲覧、漏えい、複
写などを禁じるなど厳格な安全管理
措置を講じています。
　民間事業者が保険料をお預かりし
て収納する場合には、保険料の納付
書をお持ちの場合に限られます。社
会保険庁が発行した保険料の納付書
をお持ちでない方から現金をお預か
りして領収書を発行することはあり
ませんのでご注意ください。
□委託事業者
㈱もしもしホットライン
□実施期間
平成１９年１０月１日～平成２２年９月３０日
　問 武蔵野社会保険事務所
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

 各種申請 

■西東京市民カードの　　　
　引き替え窓口開設
　自動交付機の利用を促進するた
め、印鑑登録証から市民カードへの
引き替えおよび新規暗証番号登録、
セキュリティ強化のため暗証番号変
更、生分解性プラスチックで作成さ
れた壊れやすい市民カード（番号が
金色で、先頭が「０１０」「０１１」）の引
き替えのための窓口を開設します。
□開設場所・時間
　保谷庁舎…９月６日松、２０日松

　田無庁舎・９月１３日松、２７日松
　午前９時～午後５時
□手続きに必要なもの
①印鑑登録証、ほうや市民カード、
西東京市民カード
②官公署の発行した顔写真付の身分
証明書（運転免許証、旅券、住基カ
ードな

ど）
□注意事項
　破損カードを引き替える場合は、
健康保険証や年金手帳、社員証など
でも可能です。
　代理人による申請は、代理人選任
届（本人自筆）が必要です。
　暗証番号を登録する場合は、必ず
本人が来庁してください。保険証な
どしかお持ちでない方が暗証番号を
登録する場合、２度来庁していただ
くか、保証人登録制度があります。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■来庁者の本人確認を実施中
　市民課業務の各種届け出などの受
付事務に関して、個人情報の保護を
図り、住民に関する記録の管理を適
正に行う必要があります。そのため
両庁舎市民課・各出張所の窓口で本
人確認を実施しています。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
興本人確認に必要なもの
□運転免許証や旅券、住民基本台帳
カード（写真付き）などの官公署が
発行した顔写真付きの身分証明書の
場合…１点
□健康保険証や年金手帳、学生証な
どの場合…２点以上
興代理人による届け出
　代理人による届け出や証明書の請

求については、委任状が必ず必要に
なります。委任者本人の自筆で、次
の項目を記載してください。
①代理人の住所、氏名、生年月日
②委任事項
③委任する日
④委任者本人の住所、署名、捺印（印
鑑登録の場合、登録する印鑑を押印）
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■住民基本台帳の閲覧利用状況
　住民基本台帳法第１１条第３項およ
び第１１条の２第１２項に基づき、平成
１９年７月１日～平成２０年３月３１日ま
での住民基本台帳の閲覧の状況を公
表します。閲覧の詳細については、
市　HP 、両庁舎情報公開コーナーでご
覧ください。
恭住民基本台帳法第１１条第１項によ
る閲覧（国または地方公共団体）
…１１件
恭住民基本台帳法第１１条の２第１項
による閲覧（個人または法人）
…３３件
～法改正により閲覧制度が平成１８年
１１月１日から変わりました～
　従来の閲覧制度は廃止し、個人情
報保護に留意するとともに、公益性
が認められる場合に限定した制度と
して再構築されました。このことに
より、営利目的でのダイレクトメー
ルなどの閲覧は禁止されました。
興改正の概要
①閲覧は公益性が認められる場合に
限定。
②閲覧した情報の利用目的、管理責
任等を明らかにする必要あり。
③偽りその他不正な手段による閲覧や
目的外利用に対する制裁措置を強化。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）　

 高齢者福祉 

■「介護保険と高齢者福祉の手
引き」改訂版の発行
　平成１８年度に全戸配布した「介護
保険と高齢者福祉の手引き」の改訂

版を作成しました。「介護保険事業
者ガイドブック」とあわせて、介護
保険サービス・高齢者福祉サービス
を円滑に利用するための情報として
ご活用ください。
□配布場所　高齢者支援課（両庁舎
１階）、各地域包括支援センター
※事業者ガイドブックは、市　HP から
もご覧いただけます。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３２）

 防　犯 
■新型防犯パトロール車の導
入
　市では白黒に塗装した青色回転灯
装備のパトロール車を新しく導入
し、市内における各種犯罪発生の防
止や子どもに対する犯罪予防のた
め、今まで以上に市内全域のパトロ
ール活動に力を入れていきます。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 まちづくり 

■保谷駅南口地区第一種市街
地再開発事業
　保谷駅南口地区第一種市街地再開
発事業では、駅舎と再開発ビル（Ⅰ・
Ⅱ街区）を橋上で接続するペデスト
リアンデッキ（かさ上げ式交通広場）
の本体工事を行ないます。工期はお
おむね８月中旬～来年９月下旬を予
定しています。工事期間中は右図の
ように歩行者・自動車の動線が変更
になるため、近隣・駅利用者などの
皆さんにはご不便とご迷惑をおかけ
しますが、安全を確保しながら工事
を進めていきますので、ご理解とご
協力をお願いします。

Ｑ.情報公開制度とは？
Ａ.情報公開制度は、市が保有する公文書を市民の皆さんからの求めに応じ
て公開し、市政の透明性を確保するための制度です。
　情報公開制度による公文書の開示請求は、どなたでもすることができます。
Ｑ.個人情報保護制度とは？
Ａ.個人情報保護制度は、市が保有する個人情報を適正に管理し、利用する
ための方法などを定め、市民の個人情報に関する権利を守る制度です。
Ｑ.開示請求をするときは？
Ａ.①公開の対象となる文書
　市が現に保有する文書で、公文書として組織的に用いられているものが
公開の対象となります。
　②文書の公開を求めることができる方
　情報公開制度による開示請求は、市内在住・在勤の方や市の事業に利害
関係がある方などがすることができます（それ以外の方でも任意的開示請
求をすることができます）。
　個人情報保護制度による自己情報の開示請求は、原則として市が保有す
る個人情報の本人の方に限られます。
　③開示請求の方法
　情報公開コーナーにある請求書または任意の用紙に必要事項を記載し、
提出してください。請求書は、市の　HP からダウンロード可能です。また、
情報公開制度による公文書の開示請求は、市の　HP （公文書検索システム）
から文書を検索したうえで行うこともできます。
　④開示・不開示の決定

　請求があった日の翌日から１４日以内（３０日を限度に延長する場合あり）
に、開示するかどうかを決定し、書面でお知らせします。
　⑤救済の手続き
　決定に不服があるときは、一定の期間内であれば異議申し立てをするこ
とができます。異議申し立ての内容によって西東京市情報公開審査会また
は西東京市個人情報保護審査会に諮問されます。市では審査会の答申を尊
重して、開示・不開示を決定します。
　また、決定について処分の取り消しの訴えを提起することもできます。
興情報公開コーナー（両庁舎１階）　
　市で発行する資料をご覧いただけます。
□利用時間　月～金曜日午前８時３０分～午後５時（祝日を除く）
興公文書検索システム
　市が保有する公文書の検索や情報公開制度による開示請求を市の　HP か
らすることができます。また、ご希望の方には、開示文書を自宅のパソコ
ンで閲覧することもできます（詳しくは、市の　HP をご覧ください）。
興平成１９年度の実施状況

■ご存知ですか？情報公開・個人情報保護制度

□情報公開制度の運用状況

合計７６件
公文書開示
請求等件数

全部開示決定 ２４件
部開示決一定 ４３件
不開示決定 ９件

【
内
訳
】

０件異議申し立て
件数

□個人情報保護制度の運用状況

合計２，５１６件
自己情報開示
請求件数 全部開示決定 ２，５１０件

不存在 ６件

【
内
訳
】

０件異議申し立て
件数

市の情報公開制度・個人情報保護制度の概要をお知らせし、昨年度の運用状況を報告します。 ◆総務法規課 　田 （札４６０－９８１１）


